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判例研究

公
法
判
例
研
究
（
三
）九

州
公
法
判
例
研
究
会

ド
イ
ツ
連
邦
議
会
に
お
け
る
会
派
無
所
属
議
員
の
地
位
と
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
特
に
委
員
会
へ
の
参
画
権
に
つ
い
て

〔
雛
麟
諜
二
法
廷
一
九
八
九
年
六
月
≡
日
判
決
）

【
事
実
の
概
要
】

　
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
の
院
内
会
派
で
あ
る
「
緑
の
党
」
会
派
に
所
属
し
て

い
た
連
邦
議
会
議
員
X
は
、
同
会
派
に
よ
っ
て
連
邦
議
会
内
務
委
員
会
委

員
、
並
び
に
法
務
委
員
会
代
理
委
員
に
選
定
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
X
は

連
邦
議
会
に
よ
っ
て
基
本
法
五
三
a
条
所
定
の
合
同
委
員
会
の
委
員
に
定

め
ら
れ
て
い
た
。
X
は
、
「
緑
の
党
」
州
組
織
と
の
争
い
を
き
っ
か
け
と
し

て
同
党
か
ら
除
名
さ
れ
た
後
に
、
一
九
八
八
年
一
月
二
七
日
、
「
緑
の
党
」

会
派
か
ら
除
名
さ
れ
た
。
同
年
二
月
一
日
、
「
緑
の
党
」
会
派
は
、
内
務
委

員
会
委
員
と
法
務
委
員
会
代
理
委
員
そ
れ
ぞ
れ
の
後
任
者
を
選
定
し
た
。

合
同
委
員
会
委
員
に
関
し
て
は
、
連
邦
議
会
は
、
同
年
六
月
八
日
、
「
緑
の

党
」
会
派
に
よ
っ
て
提
案
さ
れ
た
後
任
者
を
選
出
し
た
。
そ
の
後
、
予
算

法
律
審
議
に
お
い
て
、
X
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
、
会
派
無
所
属
議
員
へ

の
交
付
金
支
出
を
求
め
る
修
正
動
議
を
、
連
邦
議
会
は
否
決
し
た
。

　
そ
こ
で
X
は
、
ω
会
派
無
所
属
議
員
の
活
動
可
能
性
を
認
め
て
い
な

い
連
邦
議
会
議
事
規
則
の
諸
規
定
一
連
邦
議
会
議
事
規
則
六
条
（
長
老

会
委
員
選
定
）
、
一
二
条
（
会
派
へ
の
委
員
割
り
当
て
）
、
三
五
条
一
項
及

び
二
項
（
発
言
時
間
割
り
当
て
）
、
五
六
条
二
項
及
び
三
項
（
会
派
に
よ
る

予
備
調
査
委
員
会
委
員
選
定
）
、
五
七
条
一
項
及
び
二
項
（
会
派
に
よ
る

委
員
会
委
員
選
定
）
、
七
六
条
一
項
（
議
案
の
提
出
要
件
）
、
八
五
条
一
項

（
第
三
読
会
に
お
け
る
修
正
動
議
の
提
出
要
件
）
1
に
よ
っ
て
、
②
一

九
八
九
年
予
算
法
律
中
の
「
会
派
へ
の
交
付
金
支
出
」
項
目
、
並
び
に
そ

れ
に
対
す
る
X
の
修
正
動
議
の
連
邦
議
会
に
よ
る
否
決
に
よ
っ
て
、
■
⑧

内
務
委
員
会
、
法
務
委
員
会
、
合
同
委
員
会
の
委
員
解
任
に
よ
っ
て
、
基

本
法
三
八
条
一
項
二
文
、
議
会
法
の
本
質
的
原
理
と
し
て
憲
法
上
保
障
さ

れ
た
少
数
派
保
護
、
代
表
民
主
制
原
理
、
並
び
に
、
政
治
的
意
思
形
成
過

程
へ
の
参
画
に
適
用
さ
れ
る
厳
格
平
等
原
則
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

確
認
を
求
め
て
、
機
関
訴
訟
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
起
し
た
。

　
以
下
本
稿
で
は
、
委
員
会
へ
の
参
画
に
的
を
絞
っ
て
考
察
を
加
え
る
。

【
判
旨
】

　
判
決
主
文
は
、
次
の
通
り
。

　
「
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
、
発
言
・
動
議
権
を
有
す
る
委
員
と
し
て
一
つ

の
委
員
会
に
参
画
す
る
可
能
性
を
提
訴
者
に
全
く
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
基
づ
く
提
訴
者
の
諸
権
利
を
侵
害

し
て
い
る
。
そ
の
他
の
訴
は
却
け
ら
れ
る
」
。

　
判
決
理
由
に
お
い
て
、
ま
ず
手
続
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
判
断

58（1 165）165



判例研究

が
な
さ
れ
た
（
u
ロ
＜
o
『
δ
国
Q
o
P
一
台
【
卜
∂
畠
｛
£
）
。

　
連
邦
議
会
議
事
規
則
は
、
法
律
の
制
定
と
同
様
に
、
機
関
訴
訟
の
対
象
と

な
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
法
六
四
条
一
項
所
定
の
「
措
置
（
7
ら
僧
ゆ
コ
P
7
ヨ
Φ
）
」

に
該
当
す
る
。
そ
の
出
訴
期
間
は
、
提
訴
者
に
現
実
に
法
的
関
連
性
を
生

ぜ
し
め
る
時
点
で
開
始
し
、
通
常
そ
れ
は
、
議
事
規
則
の
制
定
時
に
始
ま

る
が
、
会
派
所
属
性
と
い
う
よ
う
な
要
件
を
議
事
規
則
の
規
定
が
設
け
て

い
る
場
合
に
は
、
会
派
所
属
性
の
喪
失
の
時
点
か
ら
開
始
す
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
連
邦
議
会
議
事
規
則
七
六
条
一
項
、
八
五
条
一
項
に
よ
っ
て
提
訴
者

が
受
け
る
不
利
益
は
、
会
派
の
所
属
性
に
関
わ
り
な
い
も
の
だ
か
ら
、
議

事
規
則
制
定
時
の
一
九
八
七
年
二
月
一
八
日
に
す
で
に
「
措
置
」
と
な
っ

て
お
り
、
出
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
議
事
規
則
の
規
定
は
、

提
訴
者
の
会
派
へ
の
所
属
性
に
関
わ
り
あ
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
八
八
年

一
月
二
七
日
の
会
派
か
ら
の
除
名
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
「
措
置
」
と
な
る

か
ら
、
出
訴
期
間
内
に
あ
る
。

　
こ
れ
に
続
き
、
実
体
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ

れ
た
（
明
く
①
「
「
O
国
o
c
（
）
．
H
q
◎
o
◎
爲
一
戦
設
』
）
。

1
1
　
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
に
基
づ
き
、
全
て
議
員
は
、
連
邦
議
会

の
活
動
、
即
ち
そ
の
審
議
と
決
定
に
参
画
す
る
資
格
を
有
す
る
。
全
て
連

邦
議
会
議
員
は
、
そ
の
際
平
等
な
権
利
と
義
務
を
有
す
る
。

　
2
　
基
本
法
四
〇
条
一
項
二
文
に
よ
っ
て
、
連
邦
議
会
は
議
事
規
則
の

自
律
（
O
①
8
冨
｛
冨
。
乙
コ
慧
o
q
紹
三
8
0
量
Φ
）
を
保
障
さ
れ
る
が
、
個
々
の

議
員
に
そ
の
憲
法
上
の
地
位
か
ら
与
え
ら
れ
る
諸
権
利
は
、
議
事
規
則
に

よ
っ
て
初
め
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
議
事
規
則
は
、
単
に
議

員
の
諸
権
利
行
使
の
態
様
と
方
法
に
つ
い
て
規
律
す
る
だ
け
で
あ
る
。
議

事
規
則
に
よ
っ
て
、
個
々
の
議
員
の
権
利
は
、
個
別
的
に
形
成
さ
れ
制
限

さ
れ
得
る
が
、
し
か
し
原
則
的
に
剥
奪
さ
れ
得
な
い
。
全
議
員
参
画
の
原

理
は
、
連
邦
議
会
の
組
織
と
議
事
進
行
の
形
成
の
た
め
の
規
準
で
あ
り
続

け
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
今
日
、
連
邦
議
会
の
活
動
に
関
す
る
政
治
的
編
制
原
理
は
、
会
派
で
あ

る
。
会
派
は
、
政
党
民
主
制
へ
の
発
展
の
中
で
、
憲
法
生
活
の
必
須
の
装

置
、
政
治
的
意
思
形
成
の
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
…
と
な
っ
て
い
る
。
会
派

の
形
成
は
、
無
拘
束
委
任
に
基
づ
く
議
員
の
決
定
に
よ
る
か
ら
、
連
邦
議

会
は
、
議
事
規
則
に
お
い
て
、
議
会
の
議
事
進
行
に
お
け
る
会
派
の
権
能

を
、
議
員
の
諸
権
利
を
顧
慮
し
な
が
ら
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
議
会
は
、
そ
の
自
己
組
織
と
秩
序
あ
る
議
事
進
行
確
保
の
た
め
の

規
律
の
決
定
に
際
し
、
広
範
な
形
成
裁
量
を
有
す
る
が
、
全
議
員
の
参
画

の
原
理
が
守
ら
れ
て
い
る
か
否
か
は
、
憲
法
裁
判
の
統
制
に
服
す
る
。

　
4
　
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
及
び
四
〇
条
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
規
準

以
外
は
、
本
件
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
ω
個
々
の
議
員
に
も
適
用
さ
れ

る
議
会
内
少
数
派
保
護
の
原
理
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
を
越
え
る

権
利
を
帰
結
し
な
い
。
ω
厳
格
平
等
原
則
は
、
議
員
の
会
派
所
属
の
有
無

に
応
じ
て
、
議
員
の
議
会
の
意
思
形
成
へ
の
影
響
力
を
形
成
す
る
こ
と
を

許
容
す
る
。
ω
代
表
民
主
制
の
原
理
も
、
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
を
越

え
る
効
果
を
持
た
な
い
。

H
1
㈲
　
国
民
代
表
の
原
理
は
議
会
の
意
思
形
成
過
程
の
全
領
域
に
刻
印

を
押
す
。
従
っ
て
、
原
則
的
に
全
て
の
委
員
会
は
本
会
議
の
縮
小
さ
れ
た

58（1 166）166



判例研究

複
写
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
構
成
に
お
い
て
本
会
議
の
構
成

が
再
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
委
員
会
に
参
画
す
る
原
則
的
可
能
性

は
、
連
邦
議
会
の
固
有
の
活
動
の
大
部
分
が
委
員
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

と
い
う
事
情
に
鑑
み
れ
ば
、
個
々
の
議
員
に
と
っ
て
本
会
議
で
の
参
画
に

比
類
し
得
る
意
義
を
持
つ
。
特
に
委
員
会
に
お
い
て
、
議
員
に
、
自
ら
の

政
治
的
観
念
を
議
会
の
意
思
形
成
に
持
ち
込
む
機
会
が
開
か
れ
る
。
従
っ

て
、
個
々
の
議
員
は
、
議
会
の
活
動
能
力
に
結
び
付
く
重
大
な
根
拠
な
く

し
て
は
、
委
員
会
に
お
け
る
共
同
作
業
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
㈲
　
委
員
会
の
構
成
を
個
々
の
会
派
の
議
席
数
に
比
例
さ
せ
る
連
邦
議

会
議
事
規
則
一
二
条
一
項
の
規
律
は
、
委
員
会
が
本
会
議
を
縮
小
複
写
す

る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
会
議
の
決
定
と
議
決
を
準
備
す

る
こ
と
は
、
多
数
獲
得
能
力
の
あ
る
決
定
の
基
盤
の
獲
得
を
前
提
す
る
か

ら
、
議
会
に
お
け
る
政
治
勢
力
が
委
員
会
に
お
い
て
再
現
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
従
っ
て
連
邦
議
会
議
事
規
則
一
二
条
一
項
は
憲
法
上
問
題
な

い
。
委
員
会
構
成
員
の
選
定
を
会
派
に
委
ね
る
連
邦
議
会
議
事
規
則
五
七

条
二
項
目
原
則
的
に
基
本
法
に
適
合
し
得
る
。
連
邦
議
会
の
議
事
規
則
の

こ
の
規
律
は
、
ド
イ
ツ
の
議
会
法
の
伝
統
に
従
い
、
そ
し
て
議
会
の
意
思

形
成
の
決
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
の
会
派
の
地
位
を
考
慮
し
て
い
る
。

　
会
派
無
所
属
議
員
の
委
員
会
か
ら
の
排
除
は
1
事
件
に
お
け
る
よ
う

に
1
議
員
の
数
を
委
員
ポ
ス
ト
の
数
が
上
回
る
場
合
に
は
、
「
憲
法
上

忍
容
さ
れ
な
い
」
。
一
＝
の
常
任
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
五
一
九
名
の
連

邦
議
会
議
員
に
五
八
二
の
委
員
ポ
ス
ト
が
用
意
さ
れ
て
い
た
事
情
の
下
で

は
、
連
邦
議
会
議
事
規
則
五
七
条
二
項
の
規
律
は
、
基
本
法
三
八
条
一
項

二
文
に
基
づ
く
会
派
無
所
属
議
員
の
委
員
会
参
画
権
を
侵
害
し
て
い
た
。

連
邦
議
会
に
課
せ
ら
れ
る
任
務
の
合
理
的
な
遂
行
の
必
要
性
に
鑑
み
て
も
、

会
派
の
法
的
地
位
と
機
能
に
鑑
み
て
も
、
議
員
の
権
利
の
こ
の
よ
う
な
大

幅
な
制
限
は
、
い
ま
や
正
当
化
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
、
全
て
個
々
の
議
員

は
一
つ
の
委
員
会
に
参
画
す
る
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
を
有
す
る
。

　
ω
　
委
員
会
へ
の
参
画
が
、
連
邦
議
会
の
決
定
の
準
備
へ
の
（
専
門
化

さ
れ
た
）
参
画
な
の
だ
か
ら
、
委
員
会
の
活
動
の
重
点
は
、
付
託
さ
れ
た

議
案
の
審
議
と
、
こ
の
審
議
に
基
づ
く
議
決
勧
告
の
策
定
に
あ
る
。
従
っ

て
委
員
会
の
作
業
へ
の
個
々
の
議
員
の
参
画
の
重
点
は
、
議
論
の
提
起
と

専
門
的
論
議
の
熟
成
に
あ
る
。
委
員
会
に
お
け
る
議
案
の
審
議
は
、
発
言

と
反
対
発
言
を
通
し
て
の
影
響
力
行
使
の
可
能
性
を
開
く
。
個
々
の
議
員

の
効
果
的
な
共
同
作
業
に
と
っ
て
そ
れ
は
決
定
的
な
意
義
が
あ
る
。
ま
た
、

動
議
権
は
「
発
言
権
の
帰
結
及
び
そ
の
必
然
的
な
構
成
部
分
」
で
あ
る
。

　
「
こ
れ
に
反
し
、
会
派
無
所
属
議
員
に
委
員
会
に
お
い
て
一
票
の
1

必
然
的
に
不
釣
合
に
作
用
す
る
⊥
表
決
権
を
与
え
る
こ
と
は
憲
法
上
命

令
さ
れ
な
い
。
会
派
無
所
属
議
員
は
自
ら
の
た
め
に
の
み
意
見
を
述
べ
、

会
派
の
構
成
員
の
た
め
に
は
意
見
を
述
べ
な
い
」
か
ら
「
本
会
議
へ
の
議

決
勧
告
に
対
す
る
会
派
無
所
属
議
員
の
影
響
は
、
他
の
議
員
の
た
め
に
も

意
見
を
述
べ
る
委
員
の
場
合
と
同
じ
重
み
を
与
え
ら
れ
な
い
」
。
会
派
無

所
属
議
員
の
表
決
権
は
、
第
二
読
会
、
第
三
読
会
に
お
け
る
採
決
に
お
い

て
行
使
さ
れ
得
る
か
ら
、
委
員
会
に
お
け
る
表
決
権
が
与
え
ら
れ
な
く
と

も
、
議
員
の
表
決
権
は
実
質
的
に
奪
い
取
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
「
会
派
無
所

属
議
員
の
表
決
は
、
そ
れ
が
委
員
会
に
お
け
る
現
存
の
多
数
関
係
を
疑
わ
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し
い
も
の
に
し
得
る
場
合
に
は
、
付
加
的
で
す
ら
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
全
体
を
左
右
す
る
決
定
的
な
意
義
を
得
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

表
決
権
に
結
び
付
い
た
会
派
無
所
属
議
員
の
影
響
力
を
打
ち
消
す
、
委
員

会
の
構
成
の
変
更
に
よ
っ
て
の
み
対
処
さ
れ
よ
う
。
連
邦
議
会
は
、
こ
の

よ
う
な
困
難
な
矯
正
策
を
と
る
こ
と
の
み
を
、
憲
法
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
。

　
ω
　
会
派
無
所
属
議
員
が
委
員
と
な
る
委
員
会
は
、
連
邦
議
会
自
体
、

ま
た
は
そ
の
機
関
で
あ
る
議
長
事
務
局
或
い
は
長
老
会
が
決
定
す
る
。

　
2
　
連
邦
議
会
議
事
規
則
六
条
、
同
規
則
五
六
条
二
項
及
び
三
項
、
合

同
委
員
会
議
事
規
則
三
条
は
、
、
い
ず
れ
も
提
訴
者
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
。

皿
　
提
訴
者
は
、
会
派
と
の
財
政
的
平
等
を
求
め
る
権
利
を
持
た
な
い
。

W
　
会
派
の
委
員
会
委
員
及
び
代
理
委
員
選
定
権
は
、
「
議
会
の
政
治
的

意
思
形
成
過
程
に
関
し
て
会
派
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
義
に
適
い
、
そ
し

て
一
会
派
無
所
属
議
員
に
も
委
員
会
に
お
け
る
共
同
作
業
へ
の
可
能
性

が
開
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
制
約
つ
き
で
1
憲
法
上
の
疑
念

に
出
会
わ
な
い
」
。
会
派
か
ら
脱
退
し
も
し
く
は
除
名
さ
れ
た
議
員
の
、

委
員
会
か
ら
の
解
任
に
よ
っ
て
は
、
「
議
員
は
、
委
任
の
自
由
を
侵
害
さ

れ
な
い
」
。
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
が
保
障
す
る
、
一
つ
の
委
員
会
へ

の
参
画
を
求
め
る
請
求
権
か
ら
は
、
彼
が
、
も
は
や
所
属
し
て
い
な
い
会

派
に
対
し
、
一
つ
の
委
員
会
の
中
で
活
動
さ
せ
る
べ
く
請
求
す
る
権
利
は

生
じ
な
い
。
「
そ
の
議
席
数
に
応
じ
て
議
員
を
委
員
会
に
送
り
こ
む
、
会

派
の
、
議
事
規
則
に
基
づ
く
請
求
権
の
そ
の
よ
う
な
縮
小
に
与
す
る
基
礎

を
、
憲
法
は
与
え
な
い
」
。

　
本
判
決
に
は
、
ク
ル
イ
ス
、
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
両
裁
判
官
そ
れ
ぞ
れ
の

少
数
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
評
釈
の
中
で
適
宜
参
照
す
る
。

【
評
釈
】

一
　
会
派
と
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
議
事
規
則
一
〇
条
一
項
に
よ
れ
ぽ
、

「
同
一
政
党
、
も
し
く
は
い
か
な
る
州
に
お
い
て
も
競
合
関
係
に
な
い
諸

政
党
に
属
す
る
、
連
邦
議
会
議
員
の
最
低
限
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
議
員
の
集

団
」
で
あ
る
。
「
会
派
議
会
（
閃
冨
ζ
δ
蕊
冨
ユ
9
∋
Φ
三
）
」
と
称
さ
れ
る
よ
う

に
、
連
邦
議
会
の
議
事
運
営
は
、
会
派
を
構
成
単
位
と
し
て
遂
行
さ
れ
る

べ
く
、
議
事
規
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
諸
権
利
行
使
は
会
派
に
留
保
さ

れ
て
い
る
。
か
か
る
「
会
派
留
保
（
宰
鋳
ま
蕊
く
。
ぴ
Φ
ゴ
讐
）
」
（
器
艶
①
諮
随
器
ぱ
『

繋
触
7
恥
窮
誤
黎
、
囎
賠
9
．
4
㎎
露
p
鑑
識
Q
2
需
コ
。
け
。
．
．
。
。
7
8
コ
）
の
下
、
議
員
は
議
会
に
お
け

る
直
参
の
地
位
を
奪
わ
れ
、
会
派
に
よ
っ
て
「
陪
臣
化
（
ζ
。
匹
蛋
匠
9

「
§
α
q
）
」
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
委
員
割
り
当
て
及
び
選
定
に
つ
い
て
、
連

邦
議
会
議
事
規
則
一
二
条
は
、
連
邦
議
会
の
委
員
会
の
委
員
割
り
当
て
が
、

各
会
派
の
議
席
数
に
比
例
し
て
な
さ
れ
る
べ
く
規
定
し
、
ま
た
同
規
則
五

七
条
は
、
か
か
る
委
員
割
り
当
て
に
基
づ
き
、
会
派
が
各
委
員
会
の
委
員

を
選
定
す
る
も
の
と
定
め
る
。
こ
れ
は
、
全
て
の
会
派
が
ど
の
委
員
会
に

も
必
ず
一
名
は
参
画
し
得
る
こ
と
を
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
「
基
本
代
表
権

（
O
；
巳
∋
§
量
）
」
へ
陶
墾
．
融
箱
聴
鷲
器
轟
p
講
誤
三
等
ω
臨
轟
切
N
醐
塗
ゲ
が

認
．
甕
q
．
農
鴫
．
）
と
相
侯
っ
て
、
少
数
会
派
に
も
委
員
会
へ
の
参
画
を
比
例

配
分
的
に
保
障
し
、
且
つ
議
会
の
活
動
の
効
率
化
を
図
る
と
い
う
積
極
的

な
効
果
を
持
つ
半
面
、
委
員
会
へ
の
参
画
権
を
個
々
の
議
員
の
手
か
ら
完
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全
に
奪
い
去
る
と
い
う
「
真
正
の
会
派
留
保
」
を
伴
う
（
鮮
宝
単
三
①
。
ワ
）
。

　
本
件
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
会
派
議
会
」
に
お
け
る
会
派
無
所
属
議
員

の
地
位
と
権
利
、
特
に
委
員
会
へ
の
参
画
権
が
問
題
と
な
っ
た
。
確
か
に
、

「
会
派
議
会
」
に
お
い
て
、
議
員
が
会
派
を
通
じ
て
初
め
て
行
使
し
得
る

活
動
可
能
性
の
数
と
意
義
に
鑑
み
れ
ば
、
会
派
無
所
属
議
員
の
権
利
の
問

題
は
、
会
派
所
属
議
員
の
そ
れ
よ
り
も
、
遥
か
に
重
大
な
も
の
だ
と
言
え

る
（
じ
δ
P
o
「
O
ユ
ヨ
ヨ
噸
「
P
ユ
p
ヨ
①
コ
ρ
⊆
コ
店
℃
僧
「
ゆ
①
［
①
コ
曽
5
”
＝
n
。
5
0
0
一
て
①
P
①
「
㏄
0
7
コ
①
置
①
「
＼
≦
O
罵
o
q
P
＝
O
q
N
o
『
（
＝
『
o
o
σ
q
●
γ
で
騨
＝
曽
「
コ
。
コ
冨
「
①
0
7
一
‘
＝
傷
て
p
二
p
ヨ
①
＝
房
℃
「
p
》
【
『
ヨ
店
①
『
o
g
⊆
コ
偶
①
切
『
o
”
＝
⊆
野
O
①
⊆
ρ
ω
o
＝
p
コ
9
一
り
。
◎
ゆ
．
ω
’
N
一
〇
）
。

こ
こ
で
考
察
さ
る
べ
き
は
、
会
派
無
所
属
議
員
を
含
め
た
個
々
の
議
員
の

委
員
会
参
画
請
求
権
と
、
会
派
に
委
ね
ら
れ
た
委
員
選
定
・
解
任
権
で
あ

る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
に
関
し
本
判
決
の
示
し
た
回
答
に
考
察
を

加
え
る
。

二
　
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
は
、
連
邦
議
会
議
員
の
地
位
に
つ
き
、
そ

れ
を
、
「
全
国
民
の
代
表
で
あ
っ
て
、
指
図
及
び
委
任
に
拘
束
さ
れ
ず
、
自

ら
の
良
心
に
の
み
従
う
」
も
の
と
し
て
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
か
ら
、
議

会
の
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
個
々
の
議
員
の
平
等
な
参
画
権
が
導
き
出

さ
れ
る
（
麹
響
勧
難
論
♂
麹
誌
蜜
號
。
警
吏
．
酒
器
雛
星
霜
墨
髭
㌧
．
．
。
。
．
辛

鷲
藪
認
賄
鑓
‘
ゲ
甦
㎡
紫
藷
賭
謹
挫
導
弩
）
。
判
例
上
も
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

「
代
表
民
主
制
の
原
理
」
が
、
「
原
則
的
に
、
議
会
の
意
思
形
成
へ
の
全
て

の
議
員
の
参
画
を
要
求
す
る
」
と
述
べ
て
い
た
（
口
く
①
『
「
Ω
国
鼻
♪
塞
【
ω
一
凱
「
■
】
）
。
本
判
決
も

こ
れ
を
踏
襲
す
る
。

　
そ
こ
で
問
題
は
、
個
々
の
議
員
、
特
に
会
派
無
所
属
議
員
に
、
委
員
会

へ
の
参
画
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

学
説
上
、
肯
定
説
（
遡
融
融
恥
論
着
7
3
’
肇
証
ジ
騨
、
爆
管
①
既
騒
p
龍
鰍
號
羅
㌔
騰
麟
蠣
・
，
麗
坤

高
、
、
一
）
、
否
定
説
（
例
え
ば
、
勺
．
じ
ロ
昌
昌
『
p
噸
O
”
。
O
置
；
ω
●
ω
○
①
h
■
）
共
に
存
在
す
る
。

　
判
例
上
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
代
表
民
主
制
の
原
理
に
基
づ
く
全
議

員
参
画
の
要
請
が
、
本
会
議
に
お
け
る
審
議
へ
の
参
画
に
尽
き
る
の
で
は

な
く
、
委
員
会
へ
の
参
画
に
も
及
ぶ
こ
と
も
認
め
て
い
た
（
ロ
ロ
＜
①
『
お
国
参
ω
◎
o
◎
【
ω
一
切
こ
）
。

そ
こ
で
、
本
判
決
も
、
一
般
論
と
し
て
、
個
々
の
議
員
が
、
議
会
の
機
能

性
に
結
び
付
く
よ
う
な
重
大
な
根
拠
に
よ
ら
ね
ば
、
委
員
会
に
お
け
る
全

て
の
共
同
作
業
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
、
こ
の
権
利
を
認

め
る
。

三
　
他
方
、
問
題
と
な
る
の
は
、
会
派
の
議
席
数
に
応
じ
た
委
員
割
り
当

て
並
び
に
会
派
に
よ
る
委
員
選
定
を
定
め
る
連
邦
議
会
議
事
規
則
一
二
条

一
項
及
び
五
七
条
一
項
の
憲
法
適
合
性
で
あ
る
。

　
学
説
上
、
会
派
の
委
員
選
定
権
及
び
解
任
権
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
認

め
る
も
の
が
通
説
で
あ
る
（
ω
醐
獣
身
即
心
心
、
四
達
瀧
蒙
ω
σ
羅
ゲ
藍
、
晦
鐸
馳
騨

％
撃
m
）
。
確
か
に
、
個
々
の
議
員
の
委
員
会
参
画
請
求
権
を
強
調
す
る
立

場
の
極
に
は
、
会
派
の
委
員
選
定
権
・
解
任
権
自
体
を
認
め
ず
、
そ
れ
を

本
会
議
の
決
定
に
委
ね
る
立
場
が
あ
り
得
る
（
騨
雛
鮪
㎡
難
。
厄
ゴ
直
訴
獣
ひ
＝
σ
q

醤
黒
甜
・
q
罪
繋
“
認
髄
暫
讐
鐸
脳
二
藍
。
諮
蒜
摺
ず
髄
”
詐
㎝
認
㎝
駆
口
無
、
甑
堰
）
。
し
か
し
、
会

派
の
委
員
選
定
権
を
認
め
ず
、
委
員
割
り
当
て
を
本
会
議
の
決
定
に
委
ね

る
こ
と
は
、
会
派
単
位
の
比
例
配
分
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
少
数
会
派
の

委
員
割
り
当
て
を
求
め
る
権
利
を
否
定
し
、
与
党
多
数
派
の
決
定
に
よ
っ

て
委
員
割
り
当
て
が
一
方
的
に
な
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
も
内
包
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
D
・
グ
リ
ム
も
認
め
て
お
り
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
規
律
は
、
多
数
派
が
こ
の
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権
能
を
濫
用
し
、
野
党
会
派
の
提
案
に
反
し
て
議
員
を
委
員
会
に
振
り
分

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
対
派
の
グ
ル
ー
プ
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
を

防
ぎ
得
な
い
だ
ろ
う
」
と
。
従
っ
て
、
グ
リ
ム
は
、
「
こ
の
よ
う
な
誘
惑
を

防
ぐ
た
め
に
、
決
定
を
本
会
議
の
指
導
機
関
、
即
ち
、
議
長
、
議
長
事
務

局
、
も
し
く
は
長
老
会
に
委
ね
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
ら
に
少
な
く
と
も

会
派
無
所
属
議
員
の
割
り
当
て
分
を
委
ね
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
」
と
言

い
、
本
会
議
に
お
け
る
多
数
決
に
基
づ
く
、
全
て
の
委
員
選
定
ま
で
は
要

求
し
な
い
（
批
晦
㎏
下
達
喰
．
型
胆
嚢
壁
蕎
ポ
璽
硬
渤
磁
醸
嗣
銑
叙
鷹
ポ
御
越
甥
㍑
掛
綱
眠

と
ら
れ
た
が
、
議
員
の
政
治
的
党
派
性
を
顧
慮
せ
ぬ
こ
の
方
法
は
、
や
が
て
、
会
派
に
よ
る
委
員
選
定
と
い
う
方
法
に

と
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
銘
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
参
照
、
冒
「
o
。
　
久
晋
切
。
ぎ
。
「
噛
嘗
①
ω
雷
ρ
拐
『
o
o
7
8

雅
黙
門
鑑
霧
怖
、
鱒
㎏
堺
）
。
し
か
る
に
、
問
題
は
、
か
か
る
会
派
に
よ
る
委
員

選
定
・
解
任
に
よ
る
、
個
々
の
議
員
の
権
利
制
約
の
許
容
性
で
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
会
派
が
憲
法
生
活
の
必
須
の
装
置
且
つ
政
治
的
意
思
形
成

の
決
定
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
一
方
で
、

会
派
の
形
成
は
無
拘
束
委
任
の
行
使
に
お
い
て
な
さ
れ
る
議
員
の
決
定
に

基
づ
き
、
連
邦
議
会
は
、
議
事
規
則
に
お
い
て
議
会
の
議
事
進
行
に
お
け

る
会
派
の
権
能
を
、
議
員
の
諸
権
利
を
顧
慮
し
な
が
ら
確
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
会
派
単
位
の
議
事
運
営

を
議
事
規
則
に
よ
る
議
員
の
権
利
制
約
と
し
て
捉
え
た
。
そ
し
て
、
こ
の

議
事
規
則
に
よ
る
議
員
の
権
利
制
約
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
従
来
の
判

例
（
ロ
ロ
＜
①
『
嚇
Ω
国
念
’
ω
○
。
。
【
も
。
δ
】
）
に
従
い
、
個
々
の
議
員
に
そ
の
憲
法
上
の
地
位
か
ら
与

え
ら
れ
る
諸
権
利
が
、
議
事
規
則
に
よ
っ
て
初
め
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
議
事
規
則
は
、
単
に
諸
権
利
行
使
の
「
態
様
と
方

法
」
に
つ
い
て
規
律
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
全
議
員
参
画
の
原
理
は
、

連
邦
議
会
の
組
織
と
議
事
進
行
の
形
成
の
た
あ
の
規
準
で
あ
り
続
け
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
本
判
決
で
は
直
接
引
用
さ
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
会
派
単
位
の
議
事
運
営
に
よ
る
議
員
の
権
利
制
約
に
つ
い

て
、
一
九
五
九
年
七
月
一
四
日
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
曰
く
、
「
議
会
の
活
動
の
技
術
的
進
行
を
あ

る
程
度
操
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
容
易
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
任
務
を
有
す
る
会
派
に
よ
る
議
会
の
任
務
遂
行
は
、
「
必
然
的
に
、

個
々
の
議
員
の
そ
の
所
属
会
派
へ
の
一
定
の
拘
束
、
そ
の
自
由
の
制
限
を

含
む
」
が
、
そ
れ
は
、
個
々
の
議
員
の
会
派
に
よ
る
「
拘
束
と
陪
臣
化
が
、

議
会
の
活
動
の
進
行
の
確
保
の
た
め
に
命
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
越
え
」
ず
、

「
個
々
の
議
員
の
必
須
の
決
定
の
自
由
と
自
己
責
任
性
が
保
持
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
」
限
り
に
お
い
て
、
認
め
ら
れ
る
（
o
ロ
＜
o
『
δ
国
一
ρ
A
ロ
凸
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
会

派
の
委
員
選
定
・
解
任
権
に
よ
る
、
議
員
、
特
に
会
派
無
所
属
議
員
の

「
陪
臣
化
」
が
、
こ
の
枠
内
で
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
本
判
決
は
、
連
邦
議
会
議
事
規
則
一
二
条
一
項
の
規
律
は
、

本
会
議
に
お
け
る
多
数
獲
得
能
力
の
あ
る
決
定
の
基
盤
獲
得
の
た
め
に
、

委
員
会
が
本
会
議
を
「
縮
小
複
写
す
る
こ
と
を
確
保
す
べ
き
」
も
の
だ
か

ら
、
憲
法
上
問
題
な
い
と
言
い
、
そ
し
て
連
邦
議
会
議
事
規
則
五
七
条
二

項
も
、
「
ド
イ
ツ
の
議
会
法
の
伝
統
」
に
従
っ
て
お
り
、
「
議
会
の
意
思
形

成
の
決
定
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
の
会
派
の
地
位
を
考
慮
し
て
い
る
」
も

の
だ
か
ら
、
基
本
法
に
適
合
す
る
と
言
い
、
会
派
に
委
員
選
定
・
解
任
権

を
委
ね
る
議
事
規
則
の
憲
法
適
合
性
を
認
め
る
。

四
　
か
よ
う
に
、
本
判
決
法
廷
意
見
は
、
会
派
の
委
員
選
定
・
解
任
権
及
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び
個
々
の
議
員
の
委
員
会
参
画
請
求
権
両
者
の
肯
定
と
い
う
立
場
を
採
っ

た
。
そ
こ
で
、
問
題
と
な
る
の
は
、
両
者
の
調
整
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
本
判
決
法
廷
意
見
は
、
会
派
に
よ
る
委
員
選
定
と
い

う
制
度
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
会
派
無
所
属
議
員
の
委
員
会
か
ら
の

排
除
と
い
う
そ
の
効
果
は
、
議
員
の
数
を
、
用
意
さ
れ
た
委
員
ポ
ス
ト
総

数
が
上
回
る
場
合
に
は
、
連
邦
議
会
の
任
務
の
合
理
的
遂
行
の
必
要
性
及

び
会
派
の
法
的
地
位
と
機
能
に
鑑
み
て
も
、
正
当
化
さ
れ
な
い
と
言
う
。

続
け
て
、
委
員
会
に
お
け
る
発
言
権
及
び
動
議
権
に
つ
い
て
は
、
会
派
無

所
属
議
員
に
も
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
な
が
ら
、
会
派
無
所
属
議
員
に

委
員
会
に
お
け
る
表
決
権
を
与
え
る
こ
と
は
「
憲
法
上
身
令
さ
れ
な
い
」

と
言
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
会
派
無
所
属
議
員
の
影
響
力
と
会
派
所
属

議
員
の
そ
れ
と
の
重
み
の
違
い
、
そ
し
て
、
本
会
議
審
議
の
各
段
階
に
お

け
る
表
決
権
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
「
付
加
的
で
す
ら
」
あ

る
会
派
無
所
属
議
員
の
表
決
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
決
定
的
な
意
義
」

を
持
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
法
廷
意
見
は
、
会
派
無
所
属
議
員
の
委
員
会
へ
の
参
画
を
求
め
る

平
等
な
請
求
権
を
肯
定
す
る
一
方
で
、
そ
の
請
求
権
の
中
か
ら
表
決
権
の

保
障
を
奪
い
去
る
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
方
で
、
委

員
会
へ
の
参
画
を
求
め
る
会
派
無
所
属
議
員
の
平
等
な
参
画
権
を
認
め
つ

つ
、
他
方
、
そ
の
権
利
の
中
で
、
委
員
会
に
お
け
る
動
議
権
・
発
言
権
と
、

委
員
会
に
お
け
る
表
決
権
と
を
分
離
し
、
表
決
権
剥
奪
を
、
形
式
的
平
等

侵
害
の
正
当
化
の
根
拠
付
け
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
会
派
無
所
属
議

員
へ
の
表
決
権
保
障
を
求
め
る
「
憲
法
上
の
命
令
」
の
存
否
の
問
題
と
し

て
扱
う
と
い
う
論
理
に
起
因
す
る
（
味
龍
艶
鷺
器
四
重
富
首
鼠
寓
砺
新
旧
。
。
伽
●
野

同
旨
、
竃
・
三
〇
匡
。
ぎ
0
7
．
。
F
輸
Q
Q
』
宝
ピ
但
し
、
貯
コ
N
冨
ア
。
き
O
①
『
ω
雷
ε
。
。
侮
①
。
。
7
集
δ
コ
匹
。
。
。
①
コ
〉
『
o
q
頓
。
o
『
身
g
①
7

』
目
ω
一
ゆ
の
一
・
ω
・
ω
ピ
P
は
、
両
者
の
分
離
を
認
め
る
。
ま
た
、
』
o
p
o
7
ぎ
く
①
容
雪
・
O
δ
℃
零
冨
ヨ
①
三
。
，
p
拐
吻
。
ぎ
鵠
①
写

く
零
言
ω
ω
⊆
コ
鵯
封
切
8
ヨ
島
零
一
W
当
ら
①
ω
話
薯
げ
葬
ロ
窪
房
。
7
ド
コ
9
お
。
。
O
・
ω
・
。
。
凸
は
、
個
々
の
議
員
の
権
利
の
核
心
領
域

と
し
て
委
員
会
へ
の
参
画
権
を
挙
げ
な
が
ら
も
、
本
判
決
の
法
廷
意
見
と
同
じ
く
、
委
員
会
に
お
け
る
多
数
確
保
の
観

騎
肪
ボ
飴
麟
娘
譜
報
赫
損
絵
）
。

　
こ
の
よ
う
な
法
廷
意
見
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
そ
の
権
利
の
原
則
的
な
承

認
に
も
拘
ら
ず
、
会
派
無
所
属
議
員
は
、
そ
の
権
利
内
容
の
一
部
を
議
事

規
則
制
定
権
に
よ
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
議
会
の
活

動
能
力
確
保
に
重
点
を
置
い
た
議
論
で
あ
る
。
結
局
、
個
々
の
議
員
の
権

利
は
、
連
邦
議
会
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
使
の
「
態
様
と
方
法
」
に

つ
い
て
規
律
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
内
容
自
体
一
し
か
も
、
そ
の

核
心
領
域
一
を
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

五
　
奇
し
く
も
、
ク
ル
イ
ス
と
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
の
二
つ
の
少
数
意
見
は
、

法
廷
意
見
の
よ
う
な
妥
協
を
認
め
ぬ
、
正
反
対
の
二
つ
の
極
論
を
示
す
。

　
ク
ル
イ
ス
は
、
会
派
無
所
属
議
員
に
委
員
会
へ
の
参
画
を
認
め
る
こ
と

自
体
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
点
で
法
廷
意
見
に
反
対
す
る
。
彼
に
よ
れ

ぽ
、
議
員
の
結
合
と
し
て
の
会
派
の
法
的
地
位
が
基
本
法
三
八
条
一
項
に

由
来
す
る
と
し
て
も
、
「
憲
法
生
活
の
必
須
の
装
置
と
し
て
の
会
派
の
憲

法
上
の
承
認
は
、
基
本
法
二
一
条
に
お
け
る
政
党
の
承
認
か
ら
帰
結
さ
れ

る
」
。
こ
の
点
に
つ
き
、
「
議
員
の
代
表
機
能
を
、
政
党
国
家
的
に
規
定
さ
．

れ
る
議
会
の
作
業
と
結
び
付
け
る
『
独
自
の
蝶
番
』
と
し
て
会
派
を
記

す
」
、
か
つ
て
の
判
決
に
お
け
る
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
少
数
意
見

（国

ｭ
。
「
隔
（
｝
国
　
　
『
O
一
ω
N
凸
　
［
ω
『
“
］
）
を
評
価
す
る
。
そ
し
て
、
会
派
の
媒
介
の
み
に
よ
る
議
員

の
委
員
会
参
画
を
認
め
る
。
「
な
ぜ
な
ら
連
邦
議
会
議
員
は
、
会
派
へ
の
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編
制
に
よ
っ
て
刻
印
を
押
さ
れ
、
内
容
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
」
。
こ
の
編
制
は
議
員
の
地
位
に
「
あ
る
程
度
内
在
的
」
で
あ
り
、
基
本

法
三
八
条
一
項
二
文
が
「
結
び
付
き
な
き
個
人
主
義
へ
の
途
を
指
し
示
す

も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
「
会
派
の
中
に
お
い
て
、
議
員
は
、
ま
さ
に
包
括

的
な
実
体
的
責
任
の
意
味
に
お
け
る
全
国
民
の
代
表
と
し
て
の
そ
の
責
任

の
本
質
的
部
分
を
果
た
す
」
。
ま
た
、
会
派
無
所
属
議
員
の
委
員
会
参
画

権
の
承
認
は
、
「
会
派
の
分
裂
を
助
長
し
、
統
合
の
命
令
に
反
す
る
」
か
ら

議
会
の
活
動
能
力
に
有
害
で
あ
る
と
言
い
、
政
党
分
裂
回
避
の
た
あ
に
選

挙
権
平
等
の
要
請
に
反
対
し
て
存
在
す
る
選
挙
法
の
阻
止
条
項
と
同
じ
く
、

委
員
割
り
当
て
が
会
派
に
独
占
さ
れ
る
規
律
は
全
議
員
の
参
画
権
の
制
限

と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
言
う
（
一
W
＜
o
「
｛
（
｝
国
　
　
o
o
O
’
一
◎
o
q
o
　
【
卜
9
凸
一
　
自
』
）
。

　
他
方
、
か
つ
て
の
自
分
の
意
見
を
ク
ル
イ
ス
に
援
用
さ
れ
た
マ
ー
レ
ソ

ホ
ル
ツ
自
身
は
、
委
員
会
に
お
け
る
表
決
権
を
会
派
無
所
属
議
員
に
認
め

な
い
と
い
う
点
に
つ
き
、
法
廷
意
見
と
挟
を
分
か
ち
、
そ
し
て
ク
ル
イ
ス

と
は
全
く
逆
に
、
完
全
な
権
利
を
も
っ
て
の
会
派
無
所
属
議
員
の
委
員
会

へ
の
参
画
を
求
め
る
。
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
三
八
条
一

項
二
文
が
保
障
す
る
、
連
邦
議
会
の
任
務
遂
行
に
参
画
す
る
権
利
は
、
議

事
規
則
に
よ
っ
て
は
、
制
限
さ
れ
得
る
が
、
剥
奪
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
り
、

「
委
員
会
に
お
け
る
表
決
権
も
ま
た
基
本
法
三
八
条
一
項
二
文
の
保
障
領

域
に
属
し
、
連
邦
議
会
の
自
由
処
分
（
9
ω
8
ω
三
〇
昌
）
に
は
か
か
ら
な

い
」
。
ま
た
、
委
員
会
審
議
が
独
自
の
個
別
的
且
つ
専
門
的
意
味
を
持
つ

が
ゆ
え
に
、
委
員
会
に
お
け
る
各
委
員
の
表
決
権
は
本
会
議
に
お
け
る
表

決
権
に
よ
っ
て
代
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
埋
め
合
わ
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な

い
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し
て
、
会
派
所
属
議
員
の
委
員
会
に

お
け
る
一
票
と
会
派
無
所
属
議
員
の
そ
れ
と
の
区
別
に
つ
い
て
も
、
そ
れ

が
、
自
由
か
つ
平
等
な
委
任
と
い
う
原
則
を
犠
牲
に
す
る
の
み
な
ら
ず
、

委
員
会
が
「
議
会
に
よ
る
国
民
代
表
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い

う
認
識
を
も
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
る
。
法
廷
意
見
の
指
摘

す
る
、
本
会
議
多
数
派
の
委
員
会
に
お
け
る
再
現
と
い
う
要
請
に
つ
い
て

も
、
彼
は
、
委
員
会
に
お
け
る
与
党
会
派
の
多
数
確
保
の
配
慮
を
行
な
う

の
は
連
邦
議
会
の
自
由
で
あ
る
が
、
多
数
派
が
1
小
規
模
委
員
会
に
お

け
る
よ
う
に
一
｝
票
し
か
優
位
で
な
い
と
こ
ろ
で
多
数
を
確
保
す
る
た

め
に
要
す
る
、
一
つ
の
委
員
割
り
当
て
の
与
党
側
の
割
り
増
し
も
し
く
は

委
員
会
の
規
模
の
新
た
な
算
定
と
い
う
措
置
が
憲
法
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ

る
も
の
と
、
法
廷
意
見
が
見
倣
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
「
ヨ
リ
詳
細

な
理
由
付
け
が
必
要
だ
ろ
う
」
と
批
判
す
る
（
u
口
く
Φ
「
h
O
国
　
　
o
o
P
一
〇
〇
〇
〇
　
［
N
ω
㎝
　
自
・
】
）
。

六
　
二
つ
の
少
数
意
見
は
、
そ
の
結
論
に
お
い
て
は
正
反
対
で
あ
る
が
、

各
々
の
意
見
が
議
員
の
権
利
の
射
程
を
統
一
的
に
規
定
し
、
そ
し
て
そ
の

限
り
に
お
い
て
全
て
の
議
員
を
厳
格
に
平
等
に
扱
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、

一
貫
し
た
論
理
を
有
す
る
（
工
．
Q
り
⇔
ゴ
＝
一
N
①
1
岡
｝
Φ
瓢
N
．
o
℃
・
　
o
置
．
ゆ
　
ω
●
Q
o
ω
ω
）
。
こ
れ
に
対
し
、
法
廷
意
見

は
、
そ
れ
を
、
連
邦
議
会
の
議
事
規
則
の
自
律
の
下
に
置
き
、
そ
れ
ゆ
え

妥
協
的
な
結
論
に
至
っ
た
と
言
え
る
。
一
方
で
、
会
派
無
所
属
議
員
を
含

め
た
議
員
の
権
利
と
し
て
、
委
員
会
へ
の
参
画
権
を
認
め
た
の
だ
か
ら
、

そ
の
権
利
（
の
一
部
）
の
剥
奪
を
、
容
易
に
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

に
も
拘
ら
ず
、
議
員
の
権
利
を
分
割
し
、
会
派
無
所
属
議
員
に
委
員
会
に

お
け
る
表
決
権
を
付
与
す
る
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
定
式
を
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用
い
た
法
廷
意
見
の
論
理
は
、
個
々
の
議
員
の
憲
法
上
の
権
利
の
制
限
の

正
当
化
の
責
任
を
回
避
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
得
な
い
（
壁
画
や

窪
野
）
。

　
G
・
ク
レ
ッ
チ
ュ
マ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
議
会
の
意
思
形
成
過
程
の
規

律
を
考
え
る
場
合
、
一
方
で
、
「
議
員
の
自
由
と
平
等
」
、
そ
し
て
他
方
で
、

「
決
定
に
向
け
ら
れ
る
議
会
全
体
の
活
動
能
力
確
保
、
即
ち
決
定
へ
の
誘

導
（
旧
臣
巴
芭
。
ξ
昌
o
q
）
と
い
う
観
点
も
前
面
に
出
る
」
が
、
両
つ
の
要
請

の
最
適
化
の
実
現
に
こ
そ
、
議
事
規
則
の
任
務
が
あ
る
（
㏄
器
詐
鋒
％
馨
勘
，

畠
①
‘
ω
0
7
①
『
＜
o
野
u
く
㊦
二
「
o
ε
コ
o
q
①
＝
●
写
”
＝
．
－
刀
●
Q
り
0
7
＝
o
置
①
「
＼
≦
●
N
o
7
（
エ
「
o
，
o
◎
．
）
・
て
P
ユ
ロ
ヨ
①
＝
富
『
O
o
『
一
丸
＝
ら

で
零
す
∋
①
コ
士
気
p
x
冨
瓦
書
①
『
の
雪
傷
①
切
『
o
で
‘
島
斎
O
①
三
。
。
o
＝
睾
F
一
㊤
◎
。
㊤
噸
Q
っ
・
ω
一
一
n
「
．
同
旨
、
』
・
ス
9
お
0
7
コ
O
「
、
o
マ

曝
袖
．
）
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
議
員
の
権
利
行
使
の
「
態
様
と
方

法
」
に
関
す
る
議
事
規
則
の
規
律
の
裁
量
の
枠
内
で
、
議
員
の
権
利
の
最

適
な
実
現
の
方
法
の
可
能
性
を
探
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
こ
そ
が
、
「
全
国
民
の
代
表
」
で
あ
り
、
連
邦
議
会
の
基
本
的
単
位
に
し

て
、
「
最
小
単
位
の
議
会
内
少
数
派
」
で
あ
る
、
個
々
の
議
員
の
地
位
と
権

利
に
ふ
さ
わ
し
い
解
決
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
全
て
の
委
員
会
に
会
派
が
参

画
し
得
る
と
い
う
会
派
の
「
基
本
代
表
権
」
保
障
と
、
会
派
無
所
属
議
員

で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
委
員
会
に
は
参
画
し
得
る
と
い
う
個
々

の
議
員
の
委
員
会
参
画
権
保
障
は
、
マ
ー
レ
ン
ホ
ル
ツ
少
数
意
見
が
示
す

よ
う
に
両
立
し
得
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
会
派
無
所
属
議
員
へ
の

委
員
会
参
画
権
の
保
障
を
求
め
る
J
・
キ
ュ
ル
シ
ュ
ナ
ー
が
言
う
よ
う
に
、

「
優
越
す
る
観
点
と
し
て
の
議
会
の
活
動
能
力
は
、
こ
の
権
利
の
完
全
な

剥
奪
を
正
当
化
し
な
い
」
が
、
こ
の
権
利
が
、
連
邦
議
会
、
或
い
は
そ
の

機
関
で
あ
る
議
長
事
務
局
や
長
老
会
の
決
定
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
か
一
つ

の
委
員
会
の
委
員
を
割
り
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
認
め

ら
れ
る
（
』
●
ス
O
お
6
『
コ
O
「
響
。
ワ
o
F
．
㏄
．
ζ
S
同
旨
、
』
■
＜
〇
一
8
『
噛
。
で
．
o
F
．
も
。
■
駈
）
。

七
　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
判
決
に
よ
っ
て
も
、
会
派
無
所
属
議
員
は
、
会

派
所
属
議
員
に
比
し
て
、
不
利
な
状
況
に
置
か
れ
た
ま
ま
に
さ
れ
た
。
現

実
の
問
題
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
（
嘆
く
①
『
δ
国
c
c
笛
．
器
N
）
を
受
け

て
改
正
さ
れ
た
選
挙
法
（
改
正
の
経
過
と
概
要
は
、
参
照
、
』
ド
O
o
器
得
σ
Q
o
冨
轟
ω
島
上
9
。
P
一
三
）
り
Q
α
’
①
¢
「
「
）
の
下
で
行
な
わ
れ

た
一
九
九
〇
年
一
二
月
二
日
連
邦
議
会
議
員
選
挙
に
お
い
て
、
旧
東
西
両

独
に
分
割
さ
れ
た
阻
止
条
項
の
下
、
「
緑
の
党
」
と
P
D
S
は
旧
東
独
地

域
の
み
で
阻
止
条
項
を
突
破
し
た
た
め
、
そ
の
議
席
数
が
会
派
形
成
の
た

め
の
人
数
上
の
要
件
に
達
し
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
下
で
は
、
今
後
、
そ

こ
か
ら
生
ま
れ
た
会
派
無
所
属
議
員
の
処
遇
の
問
題
は
、
避
け
て
通
れ
ぬ

も
の
で
あ
り
、
注
目
し
た
い
。

　
翻
っ
て
わ
が
国
の
制
度
に
つ
い
て
み
る
に
、
か
の
地
と
は
異
な
り
、
会

派
と
会
派
無
所
属
議
員
と
の
間
に
、
そ
の
権
利
に
関
し
て
は
、
「
会
派
留

保
」
の
よ
う
な
直
接
的
で
明
確
な
壁
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ

と
異
な
り
、
極
小
規
模
の
会
派
も
存
在
で
き
る
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
そ

の
よ
う
な
壁
は
、
一
定
規
模
以
上
の
会
派
と
そ
れ
未
満
の
会
派
並
び
に
会

派
無
所
属
議
員
と
の
間
に
存
在
す
る
（
鯵
噸
い
賊
細
田
離
処
暑
陰
講
％
桧
嚥
難
四

二
鵬
欝
ぺ
軌
訊
麟
誕
配
獺
刻
噸
禅
壁
一
糎
讐
証
肋
敢
）
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
が
国
に
お
け

る
今
後
の
「
国
会
改
革
」
の
中
で
、
「
会
派
本
位
」
の
議
事
運
営
手
続
を
求

め
る
場
合
、
例
え
ば
委
員
会
へ
の
参
画
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
、
一
定
規
模

以
上
の
会
派
に
「
基
本
代
表
権
」
を
保
障
す
る
よ
う
な
明
確
な
規
準
を
保

障
す
る
こ
と
は
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
際
、
同
時
に
、
一
定
規
模
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未
満
の
会
派
（
所
属
議
員
）
及
び
会
派
無
所
属
議
員
を
委
員
会
か
ら
排
除

す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

の
意
味
で
も
、
「
会
派
議
会
」
の
持
つ
問
題
点
を
示
し
た
本
判
決
は
、
見
過

ご
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
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村
　
辰
弥
）
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